
千葉東出張所統合のお知らせ

千葉地方法務局千葉東出張所は,平成２４年２月２７日

（月）をもちまして本局へ統合しました。

なお，千葉東出張所統合後の本局の不動産登記事務に関する管

轄区域は以下のとおりに変更となりますので御注意ください。

不動産登記事務に関する管轄区域（本局不動産登記部門）

統合前 統合後

千葉市内

中央区

美浜区 千葉市全域

稲毛区 習志野市

花見川区

習志野市

来庁されるお客様へ

本局敷地内の駐車場は駐車可能台数が少ないので,公共交通機関

（電車・モノレール等）をご利用くださるよう御協力お願いいたします。

～ 詳しくは窓口でお尋ねになるか,下記までお問い合わせ願います。 ～

※お問い合わせ先

千葉地方法務局

〒２６０－８５１８ 千葉市中央区中央港一丁目１１番３号

総 務 課 ℡（０４３）３０２－１３１１

不動産登記部門 ℡（０４３）３０２－１３１２

千 葉 地 方 法 務 局


